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「
人
権
擁
護
委
員
の
日
」特
設
相
談

所
の
開
設

　
と
き
＝
6
月
1
日
　
～
　
時
　
と
こ

10

17

ろ
＝
相
浦
地
区
公
民
館
▽
西
地
区
公
民

館
▽
日
宇
地
区
公
民
館
▽
ひ
ま
わ
り
の

館（
吉
井
町
前
岳
）▽
世
知
原
地
区
生
涯

学
習
セ
ン
タ
ー
▽
宇
久
行
政
セ
ン
タ
ー

▽
小
佐
々
行
政
セ
ン
タ
ー
▽
ア
ル
カ
ス

S
A
S
E
B
O
2
階「
ス
ピ
カ
」　
相
談

内
容
＝
家
庭
内
や
夫
婦
、
相
続
、
職
場
、

近
隣
間
に
関
す
る
問
題
、
そ
の
他
さ
ま

ざ
ま
な
悩
み
　
※
秘
密
厳
守
。
相
談
は

無
料
。

冗
長
崎
地
方
法
務
局
佐
世
保
支
局
総
務
課

緯
　
・
4
8
5
0

24
発
明
相
談

　
と
き
＝
5
月
9
日
　
～
　
時（
相
談

10

15

は
　
時
ま
で
）　
と
こ
ろ
＝
市
役
所
　

17

10

階
会
議
室

冗
産
業
政
策
課

大
学
等
卒
業
予
定
者
合
同
企
業
面

談
会

　
と
き
＝
5
月
　
日
　
～
　
時（
受
け

22

13

16

付
け
　
時
　
分
～
）　
と
こ
ろ
＝
体
育

12

30

文
化
館
　
対
象
＝
平
成
　
年
3
月
卒
業

21

予
定
の
大
学
・
短
大
・
高
専
・
各
種
専

門
学
校
の
就
職
希
望
者
、　
年
3
月
卒

20

業
の
未
就
職
者
　
参
加
企
業
＝
約
　
社
40

冗
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
佐
世
保

緯
　
・
8
6
0
9

34
労
働
契
約
法
が
施
行
さ
れ
ま
し
た

　
就
業
形
態
が
多
様
化
し
、
労
働
者
の

労
働
条
件
が
個
別
に
決
定
・
変
更
さ
れ

る
よ
う
に
な
り
、
個
別
労
働
紛
争
が
増

え
て
い
ま
す
。
労
働
契
約
法
の
趣
旨
や

内
容
を
踏
ま
え
、
お
互
い
が
安
心
・
納

得
し
て
働
け
る
よ
う
、
使
用
者
と
労
働

者
が
よ
く
話
し
合
い
ま
し
ょ
う
。　

冗
長
崎
労
働
局
監
督
課

緯
0
9
5
・
8
0
1
・
0
0
3
0

中
小
企
業
退
職
金
共
済
制
度
の
ご

活
用
を

　
中
小
企
業
で
退
職
金
制
度
を
設
け
た

い
と
き
は
、
国
の
助
成
が
あ
り
、
掛
け

金
が
全
額
非
課
税
扱
い
の「
中
小
企
業

退
職
金
共
済
制
度
」を
ご
利
用
く
だ
さ

い
。
市
で
は
、
国
か
ら
の
助
成
と
は
別

に
、
従
業
員
　
人
以
下
の
企
業
に
一
人

15

当
た
り
月
額
千
円
を
1
年
間
助
成
し
ま

す
　
※
詳
し
く
は
お
尋
ね
を
。

冗
産
業
政
策
課

高
年
齢
者
職
業
相
談
室
の
ご
利
用
を

　
　
歳
以
上
の
高
年
齢
者
を
対
象
に
し

55
た
職
業
相
談
や
紹
介
、
情
報
を
提
供
し

て
い
ま
す
　
と
こ
ろ
＝
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク

佐
世
保
ワ
ー
ク
プ
ラ
ザ
内（
島
地
町
　11

の
　
、
銀
ビ
ル
1
階
、
緯
　・0
7
2
3
）

14

24

利
用
時
間
＝
平
日
8
時
　
分
～
　
時

30

17

（
土
・
日
曜
、
祝
日
は
休
館
）　

冗
産
業
政
策
課

中
小
企
業
金
融
公
庫
出
張
相
談

　
と
き
＝
6
月
5
日
　
～
　
時
　
と
こ

13

15

ろ
＝
佐
世
保
商
工
会
議
所

冗
佐
世
保
商
工
会
議
所
緯
　
・
6
1
2
1

22

佐
々
川
で
の
釣
り
に
は
「
承
認
証
」

が
必
要
で
す

　
佐
々
川
で
釣
り
や
ウ
ナ
ギ
・
カ
ニ
な

ど
を
採
捕
す
る
に
は
、
佐
々
川
内
水
面

振
興
協
議
会
が
発
行
す
る
承
認
証
が
必

要
で
す
。
魚
種
に
よ
っ
て
は
採
捕
期
間

が
設
定
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
ご
注
意

く
だ
さ
い
　
交
付
場
所
＝
吉
井
・
世
知

原
行
政
セ
ン
タ
ー
、
佐
々
町
役
場
、

佐
々
町
内
の
釣
具
店（
交
付
に
は
、魚
種

ご
と
に
協
力
金
が
必
要
）　
採
捕
期
間

＝
ヤ
マ
メ
額
3
月
1
日
～
　
月
　
日
、

10

31

ア
ユ
額
6
月
1
日
～
　
月
　
日

12

31

冗
吉
井
行
政
セ
ン
タ
ー
緯
　
・
3
1
1
1

64

冗
世
知
原
行
政
セ
ン
タ
ー

緯
　
・
2
2
1
1

76
冗
佐
々
町
役
場
緯
　
・
2
1
0
1

62

農
業
振
興
地
域
農
用
地
区
域
の
変

更
相
談

　
5
月
か
ら
、
農
用
地
区
域
除
外
等
の

随
時
変
更
申
請
受
け
付
け
を
再
開
し
ま

す
　
申
請
受
付
期
間
＝
5
、
8
、　
、
11

2
月
の
各
　
日
ま
で
　
と
こ
ろ
＝
農
業

10

畜
産
課
　
※
当
面
は
緊
急
性
が
認
め
ら

れ
る
場
合
に
限
り
ま
す
。
目
的
や
農
地

の
条
件
に
よ
っ
て
は
変
更
で
き
な
い
場

合
も
あ
る
の
で
、
事
前
に
ご
相
談
を
。

冗
農
業
畜
産
課

各町内会による市内一斉清掃と、ボラン
ティアによる国道35号線（俵町～福石町
間）で、空き缶など、ごみの回収を行います
とき　6月1日
冗廃棄物・リサイクル対策課　緯20-0660

県高校総体開催期間中（5月31日～6月2日）
は、「市営バス一日乗車券」が全線乗り放題
になります。応援などで各会場を回るとき
にはどうぞご利用ください
料金　中学生以上500円、小学生250円
販売　駅前バスセンター、島瀬定期券売場、
　　　黒髪・矢峰営業所、バス車内、佐世
　　　保観光情報センター
冗交通局業務課　緯25-5111

人類が生存できる地球環境を保全すること
は、「人間が人間らしく幸せに生きていくた
めの権利」である人権に密接にかかわって
います。このため21世紀は、地球温暖化な
どの環境破壊をもたらしてきた経済効率至
上社会ではなく、環境にやさしい循環型の
社会を目指し、地球上のあらゆる人々の人
権に配慮した、さまざまな人々が共生する
社会づくりが求められています。
冗人権啓発課

市民大清掃・空き缶回収キャンペーン

地球環境と人権

市営バス1日乗り放題外

topics
information
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● 退
職
し
た
ら
国
民
年
金
へ
加
入
を

　
　
歳
か
ら
　
歳
ま
で
の
会
社
員
や
公

20

60

務
員
が
、
退
職
等
に
よ
り
厚
生
年
金
や

共
済
組
合
の
資
格
を
喪
失
し
た
時
は
、

社
会
保
険
事
務
所
、
戸
籍
住
民
課
、
各

支
所
、
各
行
政
セ
ン
タ
ー
で
国
民
年
金

へ
の
加
入
手
続
き
を
。
被
扶
養
配
偶
者

も
種
別
変
更
届
が
必
要
で
す
　
※
後
日
、

国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
書
が
送
付
さ

れ
ま
す
が
、
納
付
困
難
な
場
合
は
免
除

制
度
が
あ
り
ま
す
の
で
ご
相
談
を
。

冗
佐
世
保
社
会
保
険
事
務
所

緯
　
・
1
1
4
8

34
交
通
事
故
な
ど
に
遭
っ
た
ら

　
国
民
健
康
保
険
の
加
入
者
が
交
通
事

故
に
遭
い
、
保
険
証
を
使
っ
て
そ
の
治

療
を
受
け
る
場
合
は
、
す
ぐ
に
警
察
に

届
け
、
警
察
か
ら「
事
故
証
明
書
」を
も

ら
っ
て
か
ら
、
国
民
健
康
保
険
課
で
申

請
を
　
※
飼
い
犬
に
か
ま
れ
た
場
合
や
、

傷
害
の
場
合
も
申
請
が
必
要
。

冗
国
民
健
康
保
険
課

　行
政
相
談
委
員
に
ご
相
談
を

　
行
政
に
関
す
る
苦
情
や
ご
意
見
、
ご

要
望
な
ど
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い

▽
 羽
  辺
  泰
  男
 （野
中
町
）▽

は
 
べ
 
や
す
 
お

 堀
  田
  義
  純
 

ほ
り
 
た
 
よ
し
 ず
み

（
赤
崎
町
）▽
 井
  﨑
  慶
  子
 （保
立
町
）▽

い
 
ざ
き
 け
い
 
こ

 小
 
お

 田
 サ
ヱ

だ

 子
 （須
田
尾
町
）▽

こ

 岡
  村
  大
  藏
 

お
か
 
む
ら
 た
い
 ぞ
う

（
有
福
町
）▽
 甘
  木
  浩
  次
 （稲
荷
町
）▽

あ
ま
 
き
 
こ
う
 
じ

 山
 
や
ま

 内
  康
  子
 （大
塔
町
）▽

う
ち
 や
す
 
こ

 川
  崎
  策
  功
 （吉
井

か
わ
 さ
き
 か
ず
 の
り

町
踊
瀬
）▽
 山
  口
  宗
  光
 （世
知
原
町
栗

や
ま
 ぐ
ち
 む
ね
 み
つ

迎
）▽
 戀
  塚
  秀
  吉
 （小
佐
々
町
臼
ノ
浦
）

こ
い
 づ
か
 ひ
で
 よ
し

▽
 阿
  野
  静
  代
 （宇
久
町
平
）　
※
敬
称
略
。

あ
 
の
 
し
ず
 
よ

秘
密
厳
守
。
連
絡
先
等
は
お
尋
ね
を
。

冗
市
民
相
談
室

無
料
出
張
総
合
相
談

　
と
き
、
と
こ
ろ
＝
5
月
　
日
、
東
部

21

住
民
セ
ン
タ
ー（
早
岐
地
区
公
民
館
）▽

　
日
、
相
浦
支
所
▽
　
日
、
吉
井
行
政

22

28

セ
ン
タ
ー
▽
　
日
、
小
佐
々
行
政
セ
ン

29

タ
ー
　
※
時
間
は
い
ず
れ
も
　
～
　
時

10

15

相
談
内
容
＝
行
政
や
年
金
、
お
金
の
貸

し
借
り
、
一
般
相
談
　
※
秘
密
厳
守
。

冗
市
民
相
談
室

5
月
は
消
費
者
月
間
で
す

　
統
一
テ
ー
マ
＝「
活
か
そ
う
　
消
費

者
・
生
活
者
の
視
点
」　
消
費
生
活
問
題

講
演
会
＝
5
月
　
日
　
時
～
　
時
　
分
、

12

14

15

30

中
部
地
区
公
民
館
▽
街
頭
啓
発
＝
　
日
30

　
時
　
分
、
四
ヶ
町
ア
ー
ケ
ー
ド

13

30

冗
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
緯
　
・
2
5
9
2

22

計
量
器
定
期
検
査
日
程
（
5
月
分
）

　
と
き
、
と
こ
ろ
＝
①
　
日
、
三
川
内

13

地
区
公
民
館
②
　
日
、
宮
地
区
公
民
館

15

③
　
日
、
針
尾
地
区
公
民
館
④
　
日
、

16

20

江
上
地
区
公
民
館
⑤
　
日
、
東
部
住
民

22

セ
ン
タ
ー
⑥
　
日
、
黒
髪
2
の
2
組
公

23

会
堂
⑦
　
日
、
日
宇
支
所
　
※
時
間
は

26

①
～
④
⑥
　
時
　
分
～
　
時
　
分
、
⑤

13

30

15

30

⑦
　
～
　
時
。
家
庭
用
計
量
器
の
検
査

10

15

は
無
料
。

冗
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
緯
　
・
2
5
9
2

22

暴
力
団
に
関
す
る
相
談

　
暴
力
団
に
関
す
る
相
談
は
、
迷
わ
ず
、

恐
れ
ず
に
長
崎
県
暴
力
団
追
放
県
民
会

議
、
長
崎
県
警
察
本
部
暴
力
追
放
テ
レ

ホ
ン（
緯
0
9
5
・
8
2
2
・
0
0
0
7
）、

お
近
く
の
警
察
署
、
交
番
へ
。

冗
長
崎
県
暴
力
団
追
放
県
民
会
議

緯
0
9
5
・
8
2
5
・
0
8
9
3

　現
有
申
告
、
家
屋
滅
失
申
告

　
土
地
･
家
屋
の
所
有
者
が
死
亡
し
、

そ
れ
ら
を
所
有
す
る
こ
と
に
な
っ
た
人

（
相
続
登
記
を
し
た
人
を
除
く
）は
、
資

産
税
課
へ
現
有
申
告
書
の
提
出
を
▽
家

屋
の
一
部
ま
た
は
全
部
を
取
り
壊
し
た

人
は
、
同
課
へ
滅
失
申
告
書
の
提
出
を
。

冗
資
産
税
課

軽
自
動
車
税
の
納
付
を
お
忘
れ
な
く

　
5
月
中
旬
に
納
税
通
知
書
を
発
送
し

ま
す
。
6
月
2
日
ま
で
に
納
入
し
て
く

だ
さ
い
。

冗
資
産
税
課

地
価
一
覧
表
を
ご
覧
く
だ
さ
い

　
公
示
価
格
＝
地
価
公
示
法
に
よ
り
、

国
土
交
通
省
が
1
月
1
日
現
在
で
調
べ
、

3
月
末
に
公
示
し
た
も
の
▽
標
準
価
格

＝
国
土
利
用
計
画
法
に
よ
り
、
県
知
事

が
7
月
1
日
現
在
で
調
べ
、
9
月
末
に

告
示
し
た
も
の
　
※
土
地
利
用
状
況
別

に
約
1
3
0
カ
所
を
選
び
、
不
動
産
鑑

定
士
の
評
価
を
基
に
決
め
た
、
1
釈
当

た
り
の
価
格
　
と
こ
ろ
＝
市
役
所
6
階

行
政
資
料
閲
覧
コ
ー
ナ
ー
、
各
支
所
、

各
行
政
セ
ン
タ
ー
、
図
書
館

冗
財
産
管
理
課

不
法
占
用
物
撤
去
の
お
願
い

　
歩
道
や
側
溝
の
上
に
植
木
鉢
や
立
看

板
な
ど
を
置
く
こ
と
は
、
道
路
法
に
違

反
す
る
不
法
占
用
で
す
。
歩
行
の
障
害

に
な
る
だ
け
で
は
な
く
、
目
が
不
自
由

な
人
や
車
い
す
使
用
者
に
と
っ
て
は
大

変
危
険
で
す
。
不
法
占
用
物
の
撤
去
を

お
願
い
し
ま
す
。

冗
土
木
部
管
理
課

LIFEANDINFORMATION

市役所各課へは
代表番号緯24-1111
からおつなぎします。


